
�

は再生紙を使って作られています

�熊谷和久さん（飯樋町）から 金200,000円

�ハヤシ製作所（林和伯代表取締役）から木彫４体

ありがとうございました。（６月26日現在）

http://www.vill.iitate.fukushima.jp

大いなる田舎 ・いいたて 大いなる田舎 ・いいたて 

いいたてまでい子育てクーポンの交付式が「いちばん館」にて行
われ、18歳以下の子どもを３人以上養育している保護者に、村か
らクーポンが交付されました。（関連記事10ページ）

全
国
で
も
珍
し
い
村
独
自
の

子
育
て
支
援
事
業
「
い
い
た
て

ま
で
い
子
育
て
ク
ー
ポ
ン
」
が
、

対
象
者
に
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

▽
交
付
を
受
け
た
保
護
者
の
中

に
は
、
５
人
分
の
ク
ー
ポ
ン
を

受
け
取
っ
た
方
も
い
た
と
か
。

▽
ク
ー
ポ
ン
と
は
、
�
本
券
か

ら
切
り
取
っ
て
使
う
よ
う
に
し

た
切
符
�
の
こ
と
。
▽
今
回
の

ク
ー
ポ
ン
が
、
子
育
て
に
係
る

経
費
を
軽
減
す
る
役
割
の
ほ
か

に
、
村
内
で
経
済
が
循
環
す
る
、

そ
し
て
親
と
子
が
心
を
通
わ
す

切
符
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

今年は、恒例の「夏まつり」と「村民体育大会」の実施を取りやめ、「立村50周年記念
祭」一本にまとめて開催することになりました。
６月上旬には、立村50周年記念祭実行委員会（庄司和明実行委員長）を立ち上げ、これ
まで２回の会議を開き、多くの人の心と記憶に残る記念祭の開催に向け、内容の検討を進
めています。

【前夜祭】
と き： 午後７時～９時
ところ：いいたてスポーツ公園

「いいたて野球場」
内　容：バンドコンサート

※内容は現時点での案であり、変更になる場合があ
ります。

【立村50周年記念祭（本祭）】
と き： 午前10時～午後７時
ところ：いいたてスポーツ公園「いいたて野球場」
内　容：�立村50周年記念イベント、50年の歴史

映像
�ふるさと自慢・特産品直売、行政区対
抗イベント
�バーベキュー、愛のステージ など

何を買おう、何に使おう？ 飯舘村の子育てクーポン 何を買おう、何に使おう？ 飯舘村の子育てクーポン 何を買おう、何に使おう？ 飯舘村の子育てクーポン 



６
月
議
会
定
例
会
で
、
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
が
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
相
互
扶
助
の
精
神
の
も
と
に
、
私
た

ち
の
健
康
の
保
持
・
増
進
を
確
保
す
る
重
要
な
制
度
で
、
病
気
や
ケ
ガ

を
し
た
時
に
医
療
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
加
入
者
が
保
険
税
を

出
し
合
い
、
国
・
県
・
村
の
負
担
と
あ
わ
せ
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
国
保
の
制
度
や
改
正
内
容
等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

県
国
保
連
が
公
表
し
た
平

成
17
年
度
県
内
64
市
町
村
※1

の
一
人
当
た
り
医
療
費
は
、
平

均
で
21
万
１
９
６
２
円
で
す
。

本
村
は
19
万
２
２
３
２
円
で
、

県
内
59
位
と
大
変
低
い
位
置

に
な
っ
て
い
ま
す
。（
一
般
被

保
険
者
分
）

し
か
し
な
が
ら
、
前
年
度
と

比
較
す
る
と
８
・
８
％
（
県

平
均
５
・
１
％
）
増
と
な
っ

て
お
り
、
ま
た
年
々
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
負
担
割
合
の
大
き
い

前
期
高
齢
者
（
70
歳
か
ら
74

歳
）
が
年
々
増
え
続
け
て
い
る

こ
と
や
、
国
保
加
入
者
の
高
齢

化
が
進
み
、
一
人
当
た
り
の
医

療
費
が
伸
び
て
い
る
一
方
で
、

長
引
く
景
気
の
低
迷
等
に
よ

り
税
収
が
落
ち
込
ん
で
い
る
こ

と
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
、
村
の
国
保
財
政
は
厳

し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。

平
成
17
年
度
は
、
税
率
等

を
据
え
置
き
国
保
給
付
支
払

準
備
基
金
を
取
り
崩
し
て
財

源
を
確
保
し
ま
し
た
が
、
18
年

度
以
降
の
安
定
的
な
国
保
運

営
を
図
る
た
め
、
こ
の
た
び
国

保
税
の
引
き
上
げ
が
必
要
に
な

り
ま
し
た
。

※１…南会津町は合併前の旧田島・
舘岩・伊南・南郷で公表。

特別な理由もなく国保税の滞納が続くと、有効期限の短い「短期被保
険者証」や「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。資格証
明書が交付されると、医療費はいったん全額自己負担となります。必ず納
期限までに納めてください。納付が困難な場合は、納付相談に応じます。

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
い
つ
ま
で
も

健
康
で
あ
る
こ
と
が
、
医
療
費
の
増
加

を
抑
え
、
税
負
担
を
軽
減
し
国
保
財
政

の
安
定
的
な
運
営
に
つ
な
が
り
ま
す
。

村
で
は
、
15
年
度
に
策
定
し
た
「
第

２
次
飯
舘
村
保
健
計
画
」
な
ど
に
基
づ

き
、
各
種
健
診
の
実
施
や
生
活
習
慣
病

の
予
防
、
心
の
健
康
づ
く
り
事
業
な

ど
、
病
気
を
未
然
に
防
ぐ
と
と
も
に
健

康
増
進
を
図
る
た
め
の
事
業
等
に
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
村
民
と
行
政
と
関
係
機

関
団
体
が
連
携
し
な
が
ら
、
村
民
が
健

康
で
過
ご
し
て
い
け
る
た
め
の
各
種
事

業
を
一
層
進
め
て
い
き
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
普
段
か
ら
自
分
の
健
康

管
理
に
気
を
つ
け
て
生
活
す
る
よ
う
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

国
保
税
に
は
、
前
年
の
所
得
が
一

定
基
準
以
下
の
場
合
、
均
等
割
額
お

よ
び
平
等
割
額
の
７
割
、
５
割
、
２

割
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

２
割
軽
減
の
該
当
世
帯
に
は
申
請

書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
期
限
内

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
７
割
、
５

割
軽
減
に
該
当
す
る
世
帯
は
申
請
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

病
気
の
早
期
発
見
は
、
医
療

費
の
抑
制
に
つ
な
が
り
ま
す
。

運
動
を
習
慣
化
し
て
体
を
活

性
化
す
る
こ
と
は
、
生
活
習
慣

病
の
予
防
に
効
果
的
で
す
。

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
事
を

す
る
こ
と
は
、
生
活
習
慣
予
防

と
健
康
保
持
の
第
一
歩
と
し
て

効
果
的
で
す
。

自
分
の
健
康
状
態
を
知
り
、

適
度
に
休
養
を
と
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
特
に
、
毎
日
の
睡
眠

を
十
分
に
と
る
こ
と
は
、
疲
労

回
復
と
病
気
予
防
の
た
め
に
も

大
切
で
す
。

○
お
問
合
わ
せ

保
健
福
祉
課
保
健
係

（
�
�
１
６
１
９
）

住
民
課
税
務
係
・
収
納
係

（
�
�
１
６
１
５
）


